
 ⽇本麹クリエイター協会資格認定規約 

 第１条（資格認定制度の⽬的） 
 ⽇本麹クリエイター協会（以下、「当協会」といいます。）は、  ⽷結び麹（⾃家製の麹） 
 を⽤いて作る麹ごはん・麹おやつを普及するとともに、過去の⽇本⼈が⼤切につないでき 
 た「麹菌」をより素敵なものとして次世代に繋ぐことにより、笑顔あふれる⽇常・家庭平 
 和・世界平和を実現することを⽬的として、協会認定資格の認定講座を開催し、統⼀的な 
 認定基準に基づいて各種資格の認定を⾏います。 

 第２条（定義） 
 本規約において使⽤する⽤語の定義は、以下の各号に定めるとおりとします。 

 (1) 「協会認定資格」とは、当協会が⼀定の要件の下で認定する資格であって、第３条各 
 号に定めるベーシック資格、アドバンス資格及びプロフェッショナル資格（認定講師 
 資格）を総称するものをいいます。 

 (2) 「資格取得者」とは、第４条の⼿続に基づき協会認定資格の登録を受けた者をいいま 
 す。 

 (3) 「協会認定講座」とは、当協会が主催して⾏う講座であって、協会認定資格の資格登 
 録要件となっているものをいいます。 

 (4) 「協会認定オリジナル講座」とは、麹マスター（資格認定規約別表２の１）の資格取 
 得者（以下「麹マスター」といいます。）が当協会と共同して作成し、当協会の認定 
 を受けた講座として麹マスターが主催して⾏う講座をいいます（当協会が当該講座を 
 協会認定資格の資格登録要件として認定したものを含みます。）。 

 (5) 「マスターオリジナル講座」とは、麹マスターが独⾃に作成し、⾃ら主催して⾏う講 
 座であって、協会認定資格の資格登録要件にならないものをいいます。 

 (6) 「協会認定1 day lesson」とは、資格取得者として登録を受けた者が⾃ら主催して⾏ 
 う1 day lessonであって、当協会において内容を作成し、⼜は、当協会が内容を認定 
 したものをいいます。 

 (7) 「オリジナル1 day lesson」とは、麹マスターが⾃ら主催して⾏う1 day lessonであっ 
 て、協会認定1 day lessonをアレンジし、⾃由に組み合わせ、⼜は、独⾃に作成した 
 内容を含むことができるものをいいます。 

 (8) 「認定講座等」とは、協会認定講座、協会認定オリジナル講座及び協会認定1 day 
 lessonの総称をいいます。 

 (9) 「オリジナル講座等」とは、マスターオリジナル講座及びオリジナル1 day lessonの 
 総称をいいます。 

 (10) 「⽷結び麹」とは、当協会オリジナル麹箱を⽤いて、資格取得者が⾃ら製造した麹 
 をいいます。 

 (11) 「教材」とは、認定講座等で使⽤する当協会作成のテキスト、レジュメ、板書、そ 
 の他講座・レッスンの内容が⽂字・⾳声・画像情報として記載・記録された全てのも 
 の（写真、動画、ビデオ、スマートフォン、携帯電話、⾳声レコーダー、その他メ 
 ディア等いかなる媒体であるかを問いません。）をいいます。 

 第３条（認定する資格の種類） 
 当協会は、以下の各号に定める分類ごとに資格認定規約別表１〜３に定める資格を認定し 
 ます。 

 (1) ベーシック資格 
 協  会  認  定  1  day  lesson  を  開  催  す  る  こ  と  が  可  能  と  な  る  資  格  で  あ  り、  資  格  認  定  規  約  別  表  １ 
 に定めるもの 

 (2) アドバンス資格 
 ベーシック資格の上位資格として、ベーシック資格では開催できない認定講座等及 
 びオリジナル講座等を開催すること、⽷結び麹を使⽤した商品を販売することが可 
 能となる資格であり、資格認定規約別表２に定めるもの 

 (3) プロフェッショナル資格（認定講師資格） 
 協会認定講座の講師を務めることが可能となる資格であり、資格認定規約別表３ 
 に定めるもの 
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 第４条（資格登録⼿続） 
 1.  協会認定資格の資格登録要件を満たした者は、当協会の理事会の承認を受けて、協会 

 認定資格の資格取得者として登録を受けるとともに、当該資格の資格証明書（ディプ 
 ロマ）の交付を受けることができます。 

 2.  当協会は、前項の登録を受けた資格取得者の名簿を作成します。 

 第５条（協会認定資格に基づく活動） 
 1.  資格取得者は、資格認定規約別表１〜３の「資格登録後に可能となる活動」に記載す 

 る活動を⾏うことができます。 
 2.  資格取得者は、当該資格の肩書を使⽤する場合には、当協会の認定資格であることを 

 ⽰すことができます。 
 3.  ベーシック資格及びアドバンス資格の資格取得者は、当該資格において許容されてい 

 る協会認定1 day lessonを⾃ら主催して⾏うことができます。協会認定1 day lessonの 
 実施に当たっては、当協会が協会認定1 day lessonごとに定める実施要領に従ってい 
 ただきます。 

 4.  プロフェッショナル資格（認定講師資格）の資格取得者は、当該資格において許容さ 
 れている協会認定講座において、講師を務めることができます。但し、最後に協会認 
 定講座の講師を務めてから２年以上協会認定講座の講師を務めなかった場合には、プ 
 ロフェッショナル資格（認定講師資格）が「休⽌中」のステータスとなり、再度協会 
 認定講座の講師を務めるに当たっては、認定講師講座の再受講（講座内の試験合格も 
 含みます。）が必要となります。この再受講義務は、理事会が当該資格取得者と⾯談 
 の上、免除することがあります。 

 第６条（協会認定1 day lesson開催に関する責任） 
 ベーシック資格及びアドバンス資格の資格取得者は、第５条第３項に基づき協会認定1 day 
 lessonを⾃ら主催して⾏うに当たっては、⾃らの責任において⾏うものとし、当協会は、 
 当該資格取得者並びに受講者その他の第三者に如何なる損害⼜は不利益（受講に際して⽣ 
 じた各種⽪膚疾患を含む怪我、受講時の私物の盗難、受講者の個⼈情報の取扱い、受講者 
 からのクレーム、知的財産権の侵害、その他の事件及び事故等を含みますが、これらに限 
 りません。）が⽣じた場合であっても、責任を負いません。但し、当該損益⼜は不利益 
 が、当協会の故意⼜は重過失に起因する場合はこの限りではございません。 

 第７条（麹マスターによるオリジナル講座等の開催） 
 1.  麹マスターは、協会認定オリジナル講座を開催することができます。協会認定オリジ 

 ナル講座の内容は、当協会と共同して作成するものとし、麹マスターはこれに従って 
 講座を実施しなければなりません。 

 2.  麹マスターは、マスターオリジナル講座を⾃ら主催して開催することができます。マ 
 スターオリジナル講座の内容は、⽷結び麹を使⽤するものであれば、⾃由に作成する 
 ことができます。但し、認定講座等の内容と同⼀⼜は類似の内容の講座にすることは 
 禁⽌します。 

 3.  麹マスターは、オリジナル1 day lessonを⾃ら主催して開催することができます。オ 
 リジナル1 day lessonの内容は、協会認定1 day lessonをアレンジし、⾃由に組み合わ 
 せ、⼜は、独⾃に作成した内容を含むことができます。 

 4.  麹マスターは、オリジナル講座等を⾃ら主催して⾏う場合、オリジナル講座等に関わ 
 る苦情、トラブルなど全ての問題に関しては、⾃らの責任において対応するものと 
 し、当協会は⼀切責任を負いません。 

 5.  当協会は、麹マスターが⾏うオリジナル講座等に関し、その内容が当協会の名誉⼜は 
 信⽤を毀損するなど、当協会への不利益が⽣じるおそれがあると判断した場合には、 
 当該麹マスターに対して、当該オリジナル講座等の開催中⽌を指⽰することができま 
 す。当協会から開催中⽌の指⽰を受けた場合には、直ちに当該オリジナル講座等の開 
 催を中⽌していただきます。 

 6.  前項前段に定める場合、当協会は、当該麹マスターに対して、第１３条第１項第２号 
 の処分として、当協会認定資格の資格取得者の肩書きを名乗って活動することを禁⽌ 
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 することができます。 
 第８条（麹マスターによる商品の製造・販売） 
 1.  麹マスターは、⽷結び麹を活⽤した商品を⾃ら製造し、販売することができます。但 

 し、⽷結び麹を活⽤したレシピ（協会認定講座及び協会認定1 day lessonで扱ったも 
 のに限ります。）の販売をすることはできません。 

 2.  麹マスターは、当協会主催の「帰宅後10分⽚付け簡単麹ごはん&麹おやつ講座」を受 
 講した場合には、同講座で扱ったレシピに従って製造した商品を販売することができ 
 ます。但し、同講座で扱ったレシピの販売することはできません。 

 3.  麹マスターは、前各項の規定に基づき商品を製造する場合には、第三者（⾃ら雇⽤す 
 る従業員、業務委託先、その他の関係者を含みます。以下、本項において同様で 
 す。）に当該商品のレシピを開⽰することはできず、また、第三者に製造を委託する 
 こともできません。 

 4.  麹マスターは、第１項及び第２項の商品販売に関わる苦情、トラブルなど全ての問題 
 に関して、⾃らの責任において対応するものとし、当協会は⼀切責任を負いません。 

 5.  当協会は、第１項及び第２項の商品販売⾏為が当協会の名誉⼜は信⽤を毀損するな 
 ど、当協会への不利益が⽣じるおそれがあると判断した場合には、当該麹マスターに 
 対して当該商品販売⾏為の中⽌を指⽰することができます。当協会から商品販売⾏為 
 の中⽌の指⽰を受けた場合には、直ちに当該商品の販売を中⽌していただきます。 

 第９条（準麹マスター） 
 麹クリエイターとして登録され、かつ、「帰宅後１０分⽚付け簡単麹ごはん麹おやつ講 
 座」を受講済みの資格取得者は、麹マスター講座受講料相当額を当協会に⽀払うととも 
 に、理事会との⾯談を経て承認を受けた場合には、「準麹マスター」（資格認定規約別表 
 ２の２）として、麹マスターと同等の地位を有するものとみなされます。 

 第１０条（知的財産権） 
 1.  当協会から資格取得者に提供される全ての著作物（教材や教材の複製物等を含みます 

 が、これらに限りません。）にかかる著作権は、当協会に帰属し、資格取得者は当該 
 著作物を当協会の書⾯による許諾を得ることなく無断で著作権法に基づく利⽤（複 
 製、改変、公衆送信等を含みますが、これらに限りません。）を⾏ってはなりませ 
 ん。 

 2.  資格取得者は、当協会から提供され若しくは知得した情報⼜は技術に基づいて、商標 
 権等を含む知的財産権を取得・登録してはなりません。 

 第１１条（個⼈情報の取扱い等） 
 1.  当協会が取得した個⼈情報は、当協会プライバシーポリシーに従い、当協会が管理し 

 ます。 
 2.  当協会は、当協会プライバシーポリシーに定める利⽤⽬的で第三者に個⼈情報を提供 

 する場合を除いては、原則として、本⼈の事前の同意なく第三者に対して開⽰するこ 
 とはありません。ただし、以下の各号に当たる場合は、この限りではありません。 

 (1) 法令に基づく場合 
 (2) ⼈の⽣命、⾝体⼜は財産の保護のために必要がある場合であって、本⼈の同意を得る 

 ことが困難であるとき 
 (3) 公衆衛⽣の向上⼜は児童の健全な育成の促進のために特に必要がある場合であって、 

 本⼈の同意を得ることが困難であるとき 
 (4) 国の機関若しくは地⽅公共団体⼜はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂⾏す 

 ることに対して協⼒する必要がある場合であって、本⼈の同意を得ることにより当該 
 事務の遂⾏に⽀障を及ぼすおそれがあるとき 

 第１２条（禁⽌⾏為） 
 1.  資格取得者は、以下各号に定める⾏為を⾏ってはなりません。 

 (1) 登録されている資格において許容されている範囲を超えて、⾃ら主催して認定講座等 
 を⾏う⾏為 

 (2) 第５条第３項に違反して、当協会作成の実施要領に従わずに協会認定1 day lessonを 
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 ⾏う⾏為 
 (3) 認定講師として当協会が主催する協会認定講座の講師を務める際に、当協会の指⽰に 

 違反して、講義を⾏う⾏為 
 (4) 第７条第１項後段⼜は同条第２項但書に違反して、当協会と共同して作成した協会認 

 定オリジナル講座の内容に従わずに講座を実施し、⼜は、認定講座等の内容と同⼀の 
 内容のマスターオリジナル講座を⾃ら主催して開催する⾏為 

 (5) 当協会が第７条第５項⼜は第８条第５項に基づき、オリジナル講座等の開催中⽌⼜は 
 商品の販売中⽌を指⽰したにもかかわらず、当該⾏為を継続する⾏為 

 (6) 第８条第１項但書に違反して、⽷結び麹を活⽤したレシピを販売する⾏為 
 (7) 認定講座等と、内容⼜は⽅法（システムを含みます。）の全部⼜は⼀部が同⼀⼜は類 

 似している営業及びサービスを当協会の許可なく⾏う⾏為 
 (8) 協会認定資格において許容されている範囲を超えて、当協会より提供され若しくは知 

 得した情報⼜は技術に基づいて、第三者に教える⾏為（レッスン、ワークショップ 
 等、無償有償問わず第三者に教える⾏為を全て含みます。） 

 (9) 認定講座等及びオリジナル講座等を開催するに際して取得した第三者の個⼈情報を、 
 当該個⼈情報の使⽤⽬的以外に使⽤する⾏為 

 (10) 当協会への誹謗中傷、当協会の名誉・信⽤やイメージを害する⾏為、その他法令⼜ 
 は公序良俗に違反して当協会に対して損害⼜は不利益を与えるおそれがあると当協会 
 が判断する⾏為 

 (11) 他の資格取得者に対する営業活動⼜はその準備を⽬的とした⾏為その他当協会がこ 
 れらに準ずる活動として別途禁⽌した⾏為 

 (12) 詐欺などの犯罪に結びつく⼜は結びつくおそれがある⾏為 
 (13) 当協会認定資格に関連し、ネットワークビジネスや宗教等の勧誘をする⾏為 
 (14) SNS(Instagram、Twitter、Facebook及びLINE等)等に、認定講座等の内容（教材、 

 技術、製造⼯程、レシピ、材料などの知識などを含みますが、これらに限りませ 
 ん。）を掲載する⾏為 

 (15) 当協会の許可を得ずに第三者に当協会が提供する認定講座等の教材を開⽰、漏洩、 
 販売、その他当協会が教材を提供した⽬的以外の⽬的で利⽤する⾏為 

 (16) 第１３条第１項第２号の処分を受け、その活動停⽌期間中であるにもかかわらず、 
 資格取得者として活動する⾏為 

 (17) 第１５条にかかる表明保証の際に虚偽の事実を述べ、⼜は、第１５条に基づき表明 
 保証した内容に違反する⾏為 

 (16) 前各号に掲げる⾏為に準ずる⾏為であって、資格取得者として不適切であると当協 
 会が判断する⾏為 

 2.  前項に定める⾏為を⾏っていると当協会が判断した場合、当協会は、⾏為の中⽌⼜は 
 是正等の指⽰を資格取得者に対し⾏うことができます。 

 3.  資格取得者は、前項に定める当協会からの⾏為の中⽌⼜は是正等の指⽰がなされた場 
 合、直ちに当該指⽰に従わなければなりません。 

 4.  退会、除名その他の理由によって当協会の資格を喪失した者（以下「資格喪失者」と 
 いいます。）は、当該資格により許容されていた活動を禁⽌されるほか、資格喪失後 
 においても第１項各号に定める禁⽌⾏為を⾏ってはいけません。 

 第１３条（処分） 
 1.  資格取得者が前条第１項各号の禁⽌⾏為を⾏った場合には、当協会は、禁⽌⾏為の態 

 様、禁⽌⾏為を⾏うに⾄った経緯、当協会からの指⽰への対応状況、その他の諸般の 
 事情を考慮し、理事会において協議の上、当該資格取得者に対して、以下の各号の処 
 分を⾏うことができます。 

 (1) 戒告 
 (2) 期間を定めた資格に基づく活動の停⽌ 
 (3) 除名 

 2.  当協会は、第１項の処分を⾏うに当たり、当該資格取得者に対して弁明の機会を与え 
 ることとします。 

 3.  資格取得者が第１項第３号の処分を受けた場合には、当協会は、当該資格取得者を資 
 格者名簿から抹消します。その場合、当該資格取得者は、直ちに、当協会に対して当 
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 該資格の資格証明書（ディプロマ）を返還しなければなりません。 
 4.  第１項第３号の処分を受けた資格取得者は、再度資格の登録を受けることはできませ 

 ん。 

 第１４条（損害賠償） 
 1.  資格取得者が本規約の定めに違反して当協会に損害を与えた場合には、当該資格取得 

 者は、当協会に対して、当該違反によって当協会が被った⼀切の損害を賠償していた 
 だきます。 

 2.  資格喪失者が第１２条第４項の定めに違反して当協会に損害を与えた場合にも、前項 
 と同様とします。 

 第１５条（反社会勢⼒の排除） 
 1.  資格取得者は、以下の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわ 

 たっても該当しないことを表明し、保証します。 
 (1) 暴⼒団員等（暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなった時から５年を経過しないも 

 の、暴⼒団準備成員、暴⼒団関連企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ⼜は特殊知能 
 暴⼒団等その他これらに準じるものの総称。以下、本条において同様です。）である 
 こと 

 (2) 暴⼒団員等が経営を⽀配していると認められる関係を有すること 
 (3) 暴⼒団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること 
 (4) ⾃ら若しくは第三者の不正の利益を図る⽬的⼜は第三者に損害を加える⽬的をもって 

 するなど、暴⼒団員等を利⽤していると認められる関係を有すること 
 (5) 暴⼒団員等に対して資⾦等を提供し、⼜は便宜を供与するなどの関与をしていると認 

 められる関係を有すること 
 (6) ⾃らの役員⼜は⾃らの経営に実質的に関与している者が暴⼒団員等と社会的に⾮難さ 

 れるべき関係を有すること 
 2.  資格取得者は、⾃ら⼜は第三者を利⽤して次の各号のいずれかにでも該当する⾏為を 

 ⾏わないことを保証します。 
 (1) 暴⼒的な要求⾏為 
 (2) 法的な責任を超えた不当な要求⾏為 
 (3) 取引に関して、脅迫的な⾔動をし、⼜は暴⼒を⽤いる⾏為 
 (4) ⾵説を流布し、偽計を⽤い⼜は威⼒を⽤いて相⼿⽅の信⽤を毀損し、⼜は相⼿⽅の業 

 務を妨害する⾏為 
 (5) その他前各号に準ずる⾏為 

 第１６条（通知・連絡） 
 本規約に関する問い合わせ、その他資格取得者から当協会に対する連絡⼜は通知は、当協 
 会所定の⽅法で⾏うものとします。 

 第１７条（本規約の変更） 
 本規約の変更は、当協会のウェブサイトへの掲載その他当協会が適当と認める⽅法で資格 
 取得者に通知いたします。変更後は、当協会が別に定める場合を除き、変更後の本規約が 
 適⽤されるものとします。 

 第１８条（分離性） 
 本規約のいずれかの条項が無効とされた場合であっても、他の条項の有効性に影響を与え 
 ないものとします。 

 第１９条（合意管轄） 
 本規約に関する裁判上の紛争が⽣じた場合は、当協会の主たる事務所を管轄する裁判所を 
 専属的合意管轄裁判所とします。 

 第２０条（協議解決） 
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 本規約の解釈及びその他の事項につき⽣じた疑義や本規約に定めのない事項については、 
 当事者双⽅が誠意をもって協議の上、解決するものとします。 

 第２１条（準拠法） 
 本規約の成⽴、効⼒、解釈及び履⾏については、⽇本国法に準拠するものとします。 

 2024年5⽉17⽇改定 
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